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全
国
一
斉
子
ど
も
の
人
権

�

１
１
０
番
強
化
週
間

　
い
じ
め
、
不
登
校
、
体
罰
、
児
童
虐
待
な

ど
子
ど
も
の
人
権
問
題
に
つ
い
て
の
相
談

（
相
談
無
料・秘
密
厳
守
）
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ゃ
く
と
お
ば
ん

１
０（
全
国
共

通
）

開
設
時
間　

６
月
２６
日（
火
）〜
７
月
２
日

（
月
）午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
７
時
、
６
月
３０

日（
土
）・
７
月
１
日（
日
）は
午
前
１０
時
〜
午

後
５
時

問
大
阪
法
務
局
人
権
擁
護
部
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・
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４
２
・
９
４
９
６

し
な
い　
さ
せ
な
い　
就
職
差
別

働
く
の
は
私
！
私
自
身
を
見
て
く
だ
さ
い

　
６
月
は「
就
職
差
別
撤
廃
月
間
」で
す
。

　
「
あ
な
た
の
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
の
出

身
地
は
ど
こ
で
す
か
。
家
族
の
職
業
を
言
っ

て
く
だ
さ
い
」「
お
父
さ
ん（
お
母
さ
ん
）が
い

な
い
よ
う
で
す
が
、ど
う
さ
れ
た
の
で
す
か
」

「
尊
敬
す
る
人
物
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
」

　
就
職
の
面
接
で
、こ
ん
な
こ
と
を
聞
い
た
、

あ
る
い
は
聞
か
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
面
接
で
こ
の
よ
う
な
質
問
を
す
る
こ
と

は
、
本
人
の
責
任
の
な
い
事
項
や
本
来
自
由

で
あ
る
べ
き
事
項
で
応
募
者
を
判
断
す
る
こ

と
に
な
り
、
就
職
差
別
に
つ
な
が
る
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
。

　
採
用
選
考
は
、
応
募
者
の
基
本
的
人
権
を

尊
重
す
る
と
と
も
に
、応
募
者
本
人
の
適
性・

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り

「
お
試
し
」の
つ
も
り
が「
定
期
購
入
」に

健
康
食
品
な
ど
の
ネ
ッ
ト
通
販
に
注
意

【
事
例
】

　
ス
マ
ホ
か
ら
初
回
限
定
価
格
９
８
０
円
の

ダ
イ
エ
ッ
ト
飲
料
を
お
試
し
で
１
回
だ
け
の

つ
も
り
で
注
文
。
先
日
、
商
品
が
届
き
定
期

購
入
が
条
件
だ
と
知
っ
た
。
業
者
に
キ
ャ
ン

セ
ル
を
申
し
出
た
が
、
４
回
購
入
が
条
件
な

の
で
定
期
購
入
価
格
５
４
０
０
円
で
４
回
購

入
す
る
か
、
1
回
目
の
商
品
を
通
常
価
格
９

千
円
で
購
入
す
る
よ
う
言
わ
れ
た
。

【
解
説
】

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
で
は
、
定
期
購
入

が
条
件
で
あ
る
こ
と
を
消
費
者
が
認
識
せ

ず
、
通
常
価
格
よ
り
低
価
格
で
購
入
で
き
る

と
思
い「
お
試
し
」「
１
回
だ
け
」の
つ
も
り
で

健
康
食
品
な
ど
を
注
文
し
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な

る
ケ
ー
ス
が
み
ら
れ
ま
す
。

食
料
で
広
が
る
支
援
の「
わ
」

　
「
く
ら
し
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
守
口
」で

は
、ふ
ー
ど
ば
ん
く
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ａ
と
連
携
し
、

生
活
困
窮
者
に
対
し
て
食
料
を
届
け
、
活
用

し
て
も
ら
う
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

能
力
に
基
づ
き
、
そ
の
人
の
資
質
や
長
所
を

見
い
だ
す
こ
と
を
通
じ
て
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
ま
た
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
、
応

募
者
よ
り
提
出
さ
れ
た
履
歴
書
な
ど
の
取
り

扱
い
に
当
た
っ
て
は
、
個
人
の
権
利
利
益
を

侵
害
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

大
阪
府
で
は
、
本
年
も
６
月
を「
就
職
差

別
撤
廃
月
間
」と
定
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
啓
発

事
業
を
行
い
ま
す
。
応
募
者
の
基
本
的
人
権

を
尊
重
し
、
就
職
の
機
会
均
等
を
保
障
す
る

こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
の
ご
理

解
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
就
職
差
別
１
１
０
番
事
業
】

　
左
記
の
期
間
、
電
話
に
よ
る
相
談
を
受
け

付
け
ま
す
。

《
設
置
期
間
》６
月
１３
日（
水
）〜
１５
日（
金
）午

前
１０
時
〜
午
後
６
時

℡�

０
６
・
６
２
１
０
・
９
５
１
８

期
間
中（
６
月
）、Ｅ
メ
ー
ル
に
よ
る
相
談
を

受
け
付
け
ま
す
。

rosei-g０4@
sbox.pref.osaka.lg.jp

問
大
阪
府
商
工
労
働
部
雇
用
推
進
室

℡�

０
６
・
６
２
１
０
・
９
５
１
８

収支一覧表� 2月末現在
会計別 区分 金額（円）

一般会計

　収入額 50,287,407,220
　支出額 50,934,396,562
　収支差引額 △�646,989,342
　一時借入金 1,300,000,000
（繰替）特別会計後期高齢
者医療事業より 50,000,000

　差引残額 703,010,658

特別会計
国民健康保険
事業

　収入額 17,478,291,348
　支出額 17,469,842,723
　収支差引額 8,448,625
　一時借入金 100,000,000
　差引残額 108,448,625

特別会計
後期高齢者
医療事業

　収入額 1,504,457,917
　支出額 1,447,892,843
　収支差引額 56,565,074
（繰替）一般会計へ △�50,000,000
　差引残額 6,565,074

特別会計
公共用地
先行取得事業

　収入額 0
　支出額 0
　収支差引額 0

水道事業会計

収益の部
　収入 2,412,080,284
　支出 1,930,182,864
　収支差引額 481,897,420

資本の部
　収入 1,469,043
　支出 991,087,662
　収支差引額 △�989,618,619

下水道事業会計

収益の部
　収入 3,841,154,075
　支出 2,803,431,619
　収支差引額 1,037,722,456

資本の部
　収入 160,124,001
　支出 1,076,568,225
　収支差引額 △�916,444,224

例月出納検査の結果

　2月分例月出納検査は、3月27日に、高瀬久美子、
久保篤彦、上田敦の各監査委員によって行われ、正
確であることが認められました。
問監査委員事務局
℡06－6992－1795

秘密厳守・無料
同一内容の相談は原則1回
場�市役所1階北エリア
　市民相談室101・102
問広報広聴課
℡06－6992－1353、1356

法律相談･･･相続・離婚・金銭や土地
建物の賃借問題など
【弁護士】
毎週木曜日13：00～16：30
（1人30分・先着14人）
予前日水曜日の13：00から
注前日が休日の時は当日9：00から
【司法書士※予】
第2・3・4火曜日13：00～16：00
（1人25分・先着14人）
登記相談･･･相続・売買・贈与などの
登記、供託・測量・境界・分筆など
【司法書士・土地家屋調査士※予】
第2水曜日13：00～15：00
（1人30分・先着各4人）
税務相談･･･相続税・所得税・贈与税
など
【税理士※予】
第2金曜日13：00～16：00
（1人30分・先着6人）
行政書士相談･･･成年後見・各種契約
書の作成など
行政書士※予
第1火曜日13：00～16：00
（1人30分・先着6人）
不動産一般相談･･･賃貸借契約・不動
産の活用など
宅地建物取引士※予
第1火曜日13：00～16：00
（1人30分・先着6人）

※予前週の実施日13：00から。受付
が休日の時は翌開庁日の13：00から
行政相談･･･国などの行政に対する
要望や苦情など
行政相談委員
第4火曜日10：00～12：00
予電話で前日までに

市民相談（6月分）

　
通
信
販
売
に
は
、
消
費
者
が
無
条
件
で
契

約
を
解
除
で
き
る
ク
ー
リ
ン
グ・
オ
フ
制
度

は
な
く
、
広
告
に
表
示
さ
れ
た「
解
約・返
品

で
き
る
か
ど
う
か
」「
解
約・
返
品
で
き
る
場

合
の
解
約
条
件
」な
ど
に
従
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
特
定
商
取
引
法
で
、
通
信
販
売
の
広
告
に

表
示
す
る
事
項
と
し
て「
商
品
の
売
買
契
約

を
２
回
以
上
継
続
し
て
締
結
す
る
必
要
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
旨
お
よ
び
販
売
条
件
」「
商

品
の
売
買
契
約
の
申
し
込
み
の
撤
回
ま
た
は

解
除
に
関
す
る
事
項（
返
品
の
特
約
が
あ
る

場
合
は
そ
の
旨
含
む
）」を
定
め
て
い
ま
す
。

　
更
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
で
は
、
返

品
特
約
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
が
最
終
的
に

申
し
込
む
画
面
に
お
い
て
も
表
示
す
る
よ
う

定
め
て
い
ま
す
。

　
商
品
を
注
文
す
る
際
に
は
、
契
約
内
容
や

解
約
条
件
を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
特
に

申
し
込
み
の
最
終
確
認
画
面
で
、
定
期
購
入

が
条
件
と
な
っ
て
い
な
い
か
、
契
約
期
間
や 

支
払
う
こ
と
と
な
る
総
額
、
解
約・
返
品
の

可
否
や
解
約
条
件
な
ど
、
契
約
内
容
を
し
っ

か
り
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
ト
ラ
ブ
ル

に
な
っ
た
場
合
に
備
え
、
最
終
確
認
画
面
を

印
刷
し
た
り
、
ス
ク
リ
ー
ン
シ
ョ
ッ
ト
を
撮

る
な
ど
し
て
、
契
約
内
容
を
保
存
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

　
業
者
に
電
話
を
し
て
も
つ
な
が
ら
ず
、
解

約
の
申
請
期
間
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
ま
す
。
電
話
、書
面
、メ
ー

ル
な
ど
、
業
者
に
連
絡
を
し
た
記
録
は
証
拠

と
し
て
残
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
相
談
専
用
電
話

℡�

０
６
・
６
９
９
８
・
３
６
０
０

時
午
前
9
時
３０
分
〜
午
後
4
時
３０
分（
平
日
）

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

℡�

局
番
な
し
の
１
８
８

時
土・日
、祝
日
は
午
前
１０
時
〜
午
後
4
時

　
お
米
、
カ
ッ
プ
麺
、
缶
詰
な
ど
の
使
用
し

な
い
食
品
の
寄
付
や
、
家
庭
で
余
っ
て
い
る

食
品
を
入
れ
る
回
収
箱
の
設
置
場
所
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
使
用
し
て
い
な
い
調

理
器
具
の
寄
付
も
募
集
し
て
い
ま
す
。

注�

賞
味
期
限
が
明
記
さ
れ
、
か
つ
１
カ
月
以

上
あ
る
も
の

　
常
温
で
保
存
が
可
能
な
も
の

　

 

未
開
封
で
あ
り
、
か
つ
破
損
で
中
身
が
出

て
い
な
い
も
の

問
く
ら
し
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
守
口
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０
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０
１
１

相
談
日
時　
月
曜
日
〜
金
曜
日　
午
前
９
時

〜
午
後
５
時
３０
分（
土・日
、祝
日
、年
末
年
始

を
除
く
）


